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研究成果の概要（和文）：　郡山情報ビジネス公務員専門学校の地域貢献プログラムとしての、東日本大震災か
らの復興を担う専門人材育成支援事業である「福島の子ども達を健康に導く運動プログラム」の「体験フェア」
の実態について検証を行った。
　業績として、「福島の子ども達を健康に導く運動プログラムの開発と実践－郡山情報ビジネス公務員専門学校
の取り組み－」、『福島の子ども達を健康に導く運動プログラム“BALL GAME”指導者育成講座テキスト』、
「子ども達を健康に導く運動プログラム“BALL GAME”【公式指導者認定試験対策問題集】」他を上梓した。そ
の他、法律論および外国時事論から身体観、教育観に触れた論文を各２編発表した。

研究成果の概要（英文）：I examined the actual condition of the experience fair of the community 
contribution program of the vocational school in Koriyama "exercise program to guide children in 
Fukushima to health".
As achievements, "Development and practice of exercise program leading to children's health in 
Fukushima -JO-BI's initiative-", "BALL GAME exercise program to guide children in Fukushima health",
 " We issued an exercise program "BALL GAME" to guide children to health, visited the physical 
education classes of public schools in Russia, and published papers surveying the goals and contents
 there.

研究分野： 身体性哲学、体育科教育学、学校事故論

キーワード： 身体性哲学　運動の意義と効果　自己への気づき　学校体育事故
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１．研究開始当初の背景 
「体ほぐし」では、学習者である生徒が、

「身体」としてある「私」と「あなた」とい
う哲学の射程を実感しうるべく、種々の運動
内容を行うものである。その実感が、黙想的
な内向性をもって、彼らの身体感覚を深淵か
つ鋭敏にすることが期待される。その後、そ
の身体感覚を文面のうえで、つまり概念的に
理解させるための「体育理論」の教材開発が
不可欠となる。その身体性哲学に依拠した概
念教材が効果的に提示されるのであれば、生
徒はさらなる自他認識へと向かっていける
はずである。 
現在の「体育理論」では、中学校で、運動

やスポーツの多様性と心身への効果、文化と
してのスポーツの意義、高等学校で、スポー
ツの歴史、現代スポーツの特徴、効果的な学
習の仕方、スポーツライフの設計の仕方を取
り扱うこととされている（学習指導要領）も
のの、そこでは「身体」そのものに対する把
握と理解、いわゆる哲学的見地による身体観
の醸成という項目は挙げられていない。「体
ほぐし」では、現代の子どもたちが抱える「関
係性」や「身体感覚」の問題に注目し、「心」
と「身（体）」の一体感をテーマにした「第
三の教育価値論」を提唱しており、「自己」
と「他者」、そしてその「身体的関係性」に
ついて深く知る機会を学習者に与えるべき
ことがいわれているにもかかわらず、これら
を知的に内面化（形式知化）させる手立ては
あまり講じられていない。「やりっぱなし」
の状態であるといっても過言ではない。 
 
２．研究の目的 
 「体ほぐし」では言葉からの発信より体か
らの発信が重要である、と筑波大学の村田芳
子氏をはじめとする多くの関係者は述べて
いる。しかし、本研究で強調する「体ほぐし」
の学習要点は、身体性哲学の理解に向けた実
践的手段であり、概念を用いた身体感覚の論
理化（言語化）にある。生徒が「身体」とし
ての「私」「あなた」を実際的かつ哲学的手
法の両面において理解できれば、「私たち」
の「身体」をより深いレベルで認識し合おう
という対他関係のよりよい芽生えとともに、
よき人格形成がもたらされるはずである。他
者との「交流」は「体ほぐし」の趣旨の一つ
だが、やはり「体ほぐし」においては、「自
己を知ることで他者を知る」、そして「身体
をもった関係性」という視点が、生徒に伝わ
る言語で語られねばならない。保健体育科教
員は、生徒に対して「知的関与」を行ってい
くべきである。上述した哲学的アプローチを
盛り込んだ身体の理論を「体育理論」の教材
として開発することが、本研究の学術的な特
色・独創性の根拠となる。換言すれば、≪哲
学の活用によって「体育理論」をより知性
的・教養的な学習として構築する実践的研究
を施すこと≫が、本研究の大局的な目的であ
る。結果としては、「体ほぐし」を援用し、「体

育理論」の学習過程において、中高生に哲学
用語を教え、それを彼ら自身の内省材料とし
て活かし、自他の存在について知的に理解し
ていくという、これまでになかった新しい
「体育理論」の展開が見出せる。端的にいえ
ば、これまでの「体育理論」の内容では質的
に不十分であるから、哲学の教養的側面をも
ってこれを補充する。 
また、中等教育段階における「体育理論」

の質的充実化を図る方策として、「体ほぐし」
の実践内容を活用した形での、身体性哲学に
関する具体的な教材開発を企図する。「体ほ
ぐし」を活用した形で「体育理論」を身体性
哲学の観点から充実させようという試みは
これまでになく、同時にそれは、中等教育段
階に設定されてしかるべき学習のポイント
とすべきである。つまり、哲学的視座から、
生徒に「身体」としてある「私」と「あなた」
という意識構造的理解をもたせ、自己の「存
在」とそのあり方をより深部に至るまで見つ
め直させる機会をつくるなかで、彼らが「己
を知り、かつ他を知ることで、自他ともに愛
する」という学習の道筋が成り立つのである。
子どもたちが運動実践をとおして得る身体
感覚につき言語的な理解ができるよう、身体
思想の知識（身体性哲学）を「体育理論」の
一教材として開発することが本研究のめざ
すところである。 
 
３．研究の方法 
 大学・専修学校・高等学校・中学校におい
て「体ほぐし」ないしそれに類する運動実践
の場を活用して、運動後の学生・生徒ないし
保護者等へのアンケート・インタビュー調査
から得た感想資料を精査し、子どもたちにと
ってより関心が高く、学習効果があげられる
と推定される、身体性哲学の理論の検討・整
理および、テキスト文章化を試みていく。概
念内容の整理については、子どもたちがより
内面化しやすいと考えられるタイプのもの、
すなわち、実践から得た「身体知」をより適
切に、分かりやすく言語化されているもの、
しかも教養的に役立つ哲学用語（なるべく一
般的浸透性のあるもの）を選択する。テキス
ト文章としたものを子どもたちに見てもら
い、その意見を盛り込みながら、一層効果的
な理論内容へと逐次変容させていく。難解に
なり過ぎず、かつ平易にもなり過ぎずという
バランスを重視して、作成者（教育者）側の
意図と、学習者側の意見とを適切にすり合わ
せる作業を、時間をかけて行う。 
哲学者ならびに教育学者による理論から

キー概念となるもの、そしてそれらの論理的
文脈を検討、抽出、整理し、それが“「体育
理論」の教材としていかなる教育的効果をも
ちえたか”、すなわち、“「体ほぐし」の実践
から獲得した身体感覚なり情意性なりが、身
体性哲学の立場ではどういった解釈のしか
たとなって立ち現われるのか”について調査
する。よりよいテキストブック作成を完了す



るため、コンスタントに「哲学」「教育学」「教
育実践」「体育実践」の専門家たちの助言を
受け、自分の授業実践をとおして、根気よく
身体性哲学の「体育理論」への適用方法を探
っていく。 
 
４．研究成果 
 主として、学校法人新潟総合学院郡山情報
ビジネス専門学校（2015 年 4 月より郡山情
報ビジネス公務員専門学校）の地域貢献プロ
グラムとしての一例に焦点を当て、平成 25
年度文部科学省委託、東日本大震災からの復
興を担う専門人材育成支援事業（以下「本事
業」という）としての「福島の子ども達を健
康に導く運動プログラム」（以下「本件プロ
グラム」という）の開発成果検証の場として
位置づけられた福島県内 3 地域（南相馬市、
いわき市、郡山市）での本件プログラムの「体
験フェア」の実態について分析・検証を行っ
た（上記専門学校は、本件プログラムの指導
者育成用テキストとして『BALL GAME』を
独自に製作している）。なお、本件プログラ
ムは、指導者育成用テキスト『BALL GAME』
に添う形での指導者育成プログラムと、上記
に掲げた、福島県内への当該『BALL GAME』
の普及・浸透を企図する親子向けの体験プロ
グラムとを備えている。この検討作業は、子
どもと保護者が、自分たちにとって運動がど
ういった価値をもつものなのかを熟慮する
機会を設けることで、感覚言語としてどうい
う言葉が彼らから現れ出るかを調査し、運動
の意義と効果について形而上学的なアプロ
ーチで評価したものである。 
 本件プログラムの運用に関する課題は、普
及の一語に尽きる。体験フェアに足を運ぶ保
護者は子どもの運動に対する強い意識をも
っているが、意識の高くない保護者に対し、
本件プログラムの存在と意義について、どう
いった方法でもって周知、普及させていくの
かがきわめて大きな課題であるというほか
ない。震災後、明らかに悪化した肥満傾向児
の増加問題を改善に導いていくためには、学
校のない土日祝日の運動量を、保護者の管理
下においていかに確保していけるかが重要
な視点になると考えられる。子どもの運動環
境について、「二極化」の問題が取り沙汰さ
れており、これは全国規模での問題であると
さえいわれている。この二極化への対応を、
学校の教員やスポーツクラブの指導者に丸
投げする保護者も多いと推認されるが、これ
で子どもの運動不足は解消できないだろう。
保護者が主体的に、自身も子どもと一緒にな
って運動と向き合い、親しみ、心地よい運動
後の疲労感、爽快感を味わえるようにとの思
いで開発した本件プログラムをぜひとも地
域に普及させたいものである。 
さて、「体験フェア」後の保護者からは、「ボ

ール遊びに子どもが夢中になっており、時間
を忘れる感じだった」、「道具がなくても子ど
もと一緒に汗を流せることが分かった」、「難

しい課題にも懸命にチャレンジしている子
どもの姿が見られてよかった」、「身体の使い
方についてのレクチャーが大変参考になっ
た」、「子どもがこれまで経験したことのない
動きをさせられてよかった」等の言葉が語ら
れていたが、このなかで、「子どもが夢中に
なって時間を忘れる感じ」というものがある
が、以下、これについて形而上学的観点から
詳述する。 
われわれの身体には受動的なパトスと能

動的なパトスの二つが内在しており、前者は
感情的情緒、後者は行為的衝動と捉えられる。
こうしたパトスを併せもつ身体は、われわれ
人間存在の根底である社会によりよく帰入
するため、常に間主体的傾向をもち合わせて
いなければならない。子どもの遊びについて
考えると、まずもって彼らは遊びへの衝動を
有している。そこには身体の能動的パトスの
存在が認められ、それとほぼ同時に彼らは行
為を起こす。そして、その遊戯環境に彼らが
主体的に試行錯誤のうえ決定した構造的ル
ールが発現してくる。とはいえ、主に情意的
傾向を有するパトスが具象的となるために
は「ロゴス」（論理的なるもの）と融合する
必要がある。ある遊びを他者と共にしようと
する子どもには、範囲や順序などのルールと
ストーリーを共有する必要性、換言すれば、
「場」と「意味」の共有が求められてくるか
らだ。遊びの世界とは多くの場合、パトスと
ロゴスの結合が起こってはじめて創造的に
成り立ち得る。ある子どもに生じた遊びへの
パトスは、ロゴスと結びつくことによって社
会的意味を担うものと変容するのである。 
あくまで一例であるが、以上のような観点

を中学校・高等学校、あるいは小学校高学年
にも導入し、そこでの説明の仕方を工夫して、
「体育理論」の質的充実を図ることができる
ものと考えている。 
 その他のアプローチとして、法律論から
「身体」を保護法益とする学校体育事故論に
ついての調査研究を行った。また、実地論か
らアメリカ、ロシアの公立校を訪れ、体育授
業見学を行い、彼の地の身体観、教育観につ
いて触れた論文を発表した。いずれも、「体
育理論」の質的充実を図るうえでの適切な材
料となる。 
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